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第1章 
総則
1.1　適用
本仕様書（以下、「仕様書」という。）は、静岡市オクシズ材プラットフォーム活用推進協議会（以下、「発注者」という。）が発注する木材の情報共有システム構築業務（以下、「本業務」という。）に適用するものとする。

1.2　委託業務名
木材の情報共有システム構築業務

1.3　業務概要
（１）作業計画の作成
（２）関係者へのヒアリング及び調整
（３）システム構築に向けた要件整理
（４）本業務における木材流通情報の整理
（５）システム構築
（６）システム利用者拡大に向けた方策の検討
（６）その他システム構築に想定される関連業務

1.4　履行場所
静岡市内

1.5　契約期間
本業務の契約期間は、契約の日から令和８年３月24日までとする。
※令和８年度以降の運用保守業務は別契約として年度毎に締結する。

1.6　協議・打合せ
受注者は発注者と協議若しくは打合せを行った際は、その都度、協議記録若しくは打合せ記録を作成し、発注者の確認を受けるものとする。

1.7　秘密の保持
受注者は、本業務の実施上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。なお、個人情報の取り扱いについても同様に第三者に漏洩しないよう細心の注意をもって作業すること。また、情報セキュリティインシデントが発生した場合において、直ちに委託者に報告するとともに、迅速かつ適切な対応をとること。

1.8　契約不適合責任
本業務完了後、成果品に契約不適合責任が発見された場合は、発注者の指示に従い、必要な措置を受注者の負担において行うものとする。受注者は、本業務で得られた成果品及び成果に付属する資料に関して、一定期間保存しなければならない。保管期間は発注者と受注者で協議の上、決定する。

1.9　損害賠償等
受注者は、本業務遂行中に生じた諸事故に対して、発生原因、経過、被害等の状況を発注者に速やかに報告し、受注者の責任においてその解決を行うこと。

1.10　疑義
仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、発注者、受注者は誠意をもって協議を行うものとする。また、受注者は協議の結果に基づいて業務を実施するものとする。

1.11　権利
（１）著作権・所有権の帰属
本契約に基づき新規に開発されたプログラム、ドキュメント、仕様書その他成果物（以下「本システム」という）の著作権及び所有権は、原則として発注者に帰属する。
（２）既存資産の扱い
ただし、本システムの利用に必要な範囲で、発注者に対し非独占的かつ無償で利用する権利を付与する。
（３）二次利用の制限
発注者は、受注者既存資産を本システムの目的外に利用してはならない。受注者は、今回の開発を通じて得られた技術的知見やノウハウを、秘密保持義務に抵触しない範囲で他案件に活用できるものとする。
（４）保守・改修の取り扱い
本システムの改修や保守については、発注者は受注者に優先的に依頼するよう努めるものとする。ただし、発注者は必要に応じて第三者に委託する権利を有する。
（５）オープンソースソフトウェアの利用
本システムにオープンソースソフトウェアを使用する場合、その利用は当該ライセンス条件に従うものとし、当該部分については本条の定めに優先する。

1.12　準拠する法令等
（１）静岡市情報セキュリティポリシー
（２）その他関係法令、規則等

1.13　情報セキュリティの遵守
受注者は、本業務において発注者の情報資産の安全性を確保するものとし、特に個人情報の漏洩が起きないように細心の注意を払うものとする。
　（１）資格要件
本業務を実施するにあたり、ISO/IEC 27001やプライバシーマーク等の第三者認証の保有を資格要件とはしないが、受注者の情報管理体制を確認するために下記に掲げる書類を受注者に提出し、発注者の確認をもって作業着手ができるものとする。
ア　情報セキュリティ方針／個人情報取り扱い方針
イ　業務実施体制（責任者・連絡先等を含む）
ウ　情報取り扱い手順（アクセス管理・暗号化・バックアップ等の有無）
エ　事故時の連絡手順（判明後は速やかに発注者へ連絡すること（24時間以内））
オ　再委託の有無と管理方法（該当する場合のみ）
　（２）事故対応
　　本業務を実施するにあたり、重大な事故等が発生した場合は速やかに発注者に連絡し、その原因及び再発防止策を報告すること。
　（３）契約終了時の取扱い
　　本業務終了時は、発注者の指示に従い、データを返却又は完全消去することとし、その実施を発注者に報告すること。

第2章 業務内容
2.1　業務内容
（１）作業計画の作成
（２）関係者へのヒアリング及び調整
本業務におけるシステムの構築に必要な情報を収集するため、下記に掲げる事業者にヒアリングを実施し、木材流通の仕組み及び発注等の実態を把握する。
ア　素材生産者　※オクシズ材を生産できるものに限る。
イ　製材業者
ウ　プレカット事業者　※製材業者がプレカット対応可能な場合は不要。
エ　建築業者　　　
（３）システム構築に向けた要件整理
上記（２）で把握した情報を基に、本業務で構築するシステムに搭載する要素等を整理する。
（４）本業務における木材流通情報の整理
上記（２）で把握した情報を基に、静岡市産材サプライチェーンの可視化を行うとともに、本業務で構築するシステムに合致したデータフロー図の作成を行う。
なお、上記（２）から（４）で把握した情報等は報告書（様式不問）にとりまとめ、都度発注者へ報告すること。
（５）システムの構築
（６）その他システム構築に想定される関連業務

第３章　システム要件
3.1　システム概要
本業務で構築するシステムは、林業家、製材業者、プレカット事業者、建築事業者等がインターネットを用いてアクセスできるものとし、各事業者が木材需要や資源情報、発注情報や木材の加工状況等をシステムに入力し、情報が各事業者間で共有されることで、木材流通の効率化、木材消費者への安定供給を図ることができるものとする。

3.2　システム基本要件
（１）様式７に示す「機能要件一覧」にある機能を満たすこと。
（２）要件定義の基本的な方向性
要件定義の基本的な方向性は下記に示す。
その他必要な要件定義については、ヒアリング等で得た情報を基に行うこととするが、詳細については発注者と受注者が協議の上、決定する。

	項目
	要件

	アーキテクチャ
	適切なクラウド基盤の活用、API連携対応

	データベース
	適切なデータベース技術の選定、
地理情報システム（GIS）対応

	セキュリティ
	適切な認証システム、暗号化通信、アクセス制御等の実装

	可用性
	高可用性の確保、適切なバックアップ・災害復旧体制の確保

	拡張性
	将来の拡張に柔軟に対応可能な設計



3.3　システム構築
下記に示すシステム構成の基本事項及び上記（１）、（２）を踏まえたシステムを構築する。ただし、詳細については発注者と受注者が協議の上、決定する。
（１）全体アーキテクチャ
 ・フロントエンド：適切なWEB・アプリケーション技術による実装
 ・バックエンド　：REST API等による適切なサービス設計
 ・データベース　：地理情報対応を含む適切なデータベース技術
 ・インフラ　　　：クラウドサービスの活用による構築
 ・ファイルストレージ：画像・文書・動画ファイルの管理
（２）セキュリティ要件
	項目
	セキュリティ要件

	認証・認可
	多要素認証（MFA）、ロールベースアクセス制御（RBAC）

	通信セキュリティ
	適切なバージョンのHTTPS（TLS）による暗号化通信

	データ保護
	個人情報の適切な暗号化保存、関連法規への準拠

	脆弱性対策
	定期的なセキュリティ診断、脆弱性診断

	ログ管理
	アクセスログ、操作ログの記録‧監視


（３）データ連携要件
・標準フォーマット：CSV、JSON、XML等の標準的なデータ形式
・API仕様：RESTful API、GraphQL対応
・リアルタイム連携：websocket、Server-Sent Events
・バッチ処理：大量データの一括処理機能
・データ変換：異なるシステム間のデータフォーマット変換

3.4　外部システム連携検討
本システムにおいては、外部の関連システムとの連携の可能性について検討を行う。
現時点で既存システムの整備状況は必ずしも明確ではないため、対象システムの有無や仕様を確認した上で、必要に応じて連携の方策を定める。
検討対象となる外部システムの例は以下のとおりとする。
・森林GISシステム
・木材市場に関する既存システム
・認証機関が運用するシステム
・物流管理システム
・決済関連システム
なお、これらシステムとの連携方式、データ交換形式、セキュリティ要件等については、発注者と受注者が協議の上で詳細を定めるものとする。

3.5　データセンター要件
（１）遵守要件
・情報システム安全対策基準（平成９年９月24日最終改正（通商産業省告示第536号））の条件を満たしていること。
・情報セキュリティマネジメントシステム適合性評価制度（ISMS一般財団法人　情報マネジメントシステム認定センター）における認定を受けていること。
・サービス稼働率が年間平均99％以上確保できていること。
（２）施設要件
・24時間365日の稼働を実現できること。
・耐震構造基準（震度６以上の地震が発生した場合、梁・柱・耐震壁・仕上材の損傷が軽微、若しくはほとんどない建築構造）を確保していること。
・防火対策を実施していること。サーバルーム内における煙感知器の装備、ガス消火器等による消火システムの採用、建築基準法に基づく避雷針機能の設置を実施していること。 
・受電設備、無停電電源装置の二重化を実施、自家発電装置が起動するまでの間もサーバ機器 等へ安定した電源供給を行い、障害時等における電源が確保されていること。 
（３）セキュリティ対策
・機器監視による物理的侵入対策、不正アクセス自動監視を24時間365日実施していること。 
・サービスを提供するサーバは冗長化し、サーバ本体の故障時にも、他のサーバにある環境に切り替え、継続運用する高可用性を確保すること。 

3.6　システム利用環境
（１）利用端末
・インターネット接続可能なパソコン、タブレット若しくはスマートフォン等のモバイル端末。
（２）クライアント
・パソコンのOSは、Windows10、Windows11のいずれにも対応すること。
・Webブラウザは、Microsoft Edge、Firefox、Safari、Google Chromeを推奨対応とし、主要なウェブブラウザで利用が可能であること。
・タブレット、スマートフォンのOSは、Android、iOSのいずれにも対応すること。
・利用者が本システムを利用する際には、事前に特別なアプリケーションやプラグイン等のインストールを必要としないこと。

3.7　システム利用形態
（１）利用者にとって簡便で分かりやすい操作体系と機能の配置によりマニュアルを見なくでも利用可能なインターフェースとすること。
（２）データの正当性を担保するためIDとパスワードによるユーザー認証とユーザーの操作権限設定の仕組みを有すること。
（３）外部からの攻撃や侵入を防ぐためウイルス対策ソフトを導入する等のセキュリティ対策を講じること。
（４）利用ログを取得・管理・分析することにより、問題の検知や問題の発生有無を判断できること

第４章　データ要件
4.1 環境設定
本業務を実施するにあたり、システム運用に必要となる各種設定を行うものとする。 
・システムへのアクセス時に認証するためのユーザーID及びパスワードを設定すること。
・ユーザー設定に基づき、権限設定（閲覧・編集等）を行うこと。

4.2 仮運用要件 
(１) 受注者はテスト計画を立案し、当該計画に基づいた仮運用を実施し、本稼働前に各種調整 を実施すること。 
(２) 本稼働に向けて、本市職員及び利用者による仮運用期間を設け、確認項目等を本市と協議のうえ決定すること。また、受注者は仮運用に対する支援を行うこと。

第５章 非機能要件
 5.1 信頼性
 (１) システム運用時間
・原則24時間365日の連続稼働とすること。
・やむを得ない事情により、システムの全部若しくは一部を停止する場合には、２週間前までに発注者へ連絡すること。 
(２) セキュリティ
・第三者による不正アクセスや、情報改ざんがないよう、必要なセキュリティ措置を講じること。
・OSのセキュリティパッチ等は、システム構築時の最新版を適用すること。また、システム導入後も新たにリリースされるセキュリティパッチ等を速やかに適用すること。
・ウイルス対策を講じること。
(３) データの保全性 
・誤操作等による重要データ消去を避けるために必要な対策措置を講じること。
・データの整合性を確保するため、更新処理においては十分なデータチェックを行うこと。なお、エラー等により処理が中断された場合には、データの処理実行前の状態に戻すこと。
(４) データの機密性
・データのアクセス権限を持つ職員のみが利用できる仕組みとする。
・システム管理機能にてアクセス権限を付与し、かつ更新できるものとする。
・不正アクセス及びシステム障害等について、その原因解明のために必要な証跡（アクセスログ等）を記録すること。

5.2 教育要件
(１) 操作マニュアルの作成 ・操作マニュアル（職員向け、利用者向け）を作成すること。
・初心者でも理解しやすいように利用できる機能の説明をわかりやすく記述し、機能毎に操作 の手順、入力方法等を明確に記述すること。
・特殊な用語を使う必要がある場合は、巻末等に用語の説明文を用意すること。
・変更が生じた際には、その都度マニュアルを改訂し納品すること。
・操作マニュアルは、納品されたものと同じものを、システム上で利用者が閲覧できるようにすること。
(２) 管理者マニュアルの作成
・本システムに関してシステム管理者が行うべき作業（ユーザー登録・変更・削除、権限設定、操作ログ取得・閲覧等）の定義及び運用ツール等の操作方法について記述すること。
・障害発生時における必要な対処措置等についても、専門的な知識がなくても理解できるよう、分かりやすい記述で管理者マニュアルに含めること。
・変更が生じた際には、その都度マニュアルを改訂し、納品すること。

第６章　成果品
本業務における成果品は、業務の遂行過程及び完了時点での検討結果を整理し、発注者に報告・提出するものである。成果品は、以下の内容を含むことを基本とする。
6.1　提出物　　　
（１）調査報告書
・関係者へのヒアリング結果
・木材流通に関する情報整理及び可視化の内容
・システム要件定義に関する検討事項
・外部システム連携の検討結果（該当する場合）
・本業務全体の実施内容、成果及び課題
（２）システム設計・構築に関する資料
・システム全体アーキテクチャ図
・データフロー図及び関連仕様
・セキュリティ・データ連携要件に関する整理
　（３）協議記録簿、打合せ記録簿
　（４）その他本業務で発生した成果品
